
訴

創

刊

必

訓

お

μ

府制� V

引
耐
一
れ
�
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O
夕
張
市
財
政
問
生
許
爵
の
変
更
の
内
容
及

び
協
議
の
結
果
を
公
表
す
る
件

(
総
務
八
二
)

合
地
方
公
共
図
体
の
財
政
の
健
全
生
に
闘
す

る
法
律
の
規
定
に
基
づ
く
平
成
二
ト
一
一
年

度
の
財
政
の
早
期
健
全
化
等
が
完
了
し
た

団
体
の
報
告
の
概
要
を
公
淡
ず
る
件

〈
悶
八
三
)
�
 

O
地
方
公
共
毘
体
の
財
政
の
健
全
化
に
闘
す

る
法
律
の
蛾
定
に
基
づ
く
一
平
成
二
十
二
年

度
の
財
政
健
全
化
計
画
等
の
実
践
状
混
報

機
援
を
公
表
す
る
件
〈
同
八
出
)

制
川
自
�
 i
i
|
次
自
制

雀� 

A
m
h
H
)

。
電
波
法
施
行
規
則
関
等
の
一

小
切
�
 A
V

〈
総
務
一
五
)

。
儲
康
保
換
法
施
行
機
倒
的
の

る
省
令
(
車
生
労
働
三
六

。
指
定
漁
業
の
許
可
及
び
取
締
り
織
す
に
関
す

る
省
令
の
一
一
部
を
改
正
す
る
お
令

(
議
林
水
産
一
七
〉

。
中
小
企
業
の
も
の
づ
く
り
基
盤
技
術
主
ぬ

度
止
に
関
す
る
法
禄
枕
施
行
規
制
の

改
正
す
み
省
令
〈
経
済
農
業
�
 

A 部
を
改
正
す
�
 

月11在日

ハ
血
ロ

一
本
)

O
大
鰐
町
対
政
健
全
化
計
…
惑
の
変
斑
の
概
要

そ
の
指
定
の
勢
力
を
失
っ
た
件
〈
悶
八
六
〉

O
持
定
小
論
カ
然
記
結
局
の
用
途
、
議
波
の
型

め
る
件
の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
八
七
〉

O
特
定
小
電
力
無
線
局
の
無
線
設
備
の
一
の

n
L
 

z
 

o
o
o
…官� 

。
訪
問
看
護
療
養
費
及
び
公
費
負
担
法
療
に

関
す
る
費
用
の
請
求
に
関
す
る
省
令
第
二

条
の
幾
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
臣
が
定

め
る
様
式
の
一
部
品
化
改
帥
比
す
る
件

(
問
一
六
 

〉

厚
生
労
働
大
誌
が
定
め
る
療
養
の
ア
泌
を

改
注
す
る
件
(
同
一
六
二

。
製
介
護
被
保
険
表
等
で
あ
る
患
者
に
つ
い


て
療
養
に
要
す
る
費
郊
の
額
を
算
定
で
き


る
場
合
の
ナ
泌
を
改
正
す
る
件


〈
問
ヱ
ハ
二
)

。
厚
生
労
働
大
臣
が
定
め
る
指
定
訪
問
問
看
護

O

O

。
無
線
局
免
許
申
請
書
館
ザ
に
添
付
す
る
無
線

局
事
項
書
及
、
ひ
工
事
設
計
書
の
各
欄
に
記

載
す
る
た
め
の
コ
ー
ド
表
(
無
線
局
の
践

的
コ
!
ド
及
び
通
信
事
項
コ
!
ド
を
除

く
。
)
を
定
め
る
件
の
一
部
俊
改
正
す
る
件

(同九一一一〉

イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
局
の
銭

線
設
織
の
技
術
的
条
件
安
定
め
る
件
の
一

部
を
改
正
す
る
件
(
同
九
四
〉

。
無
線
設
備
規
制
剤
第
十
開
条
の
二
第
一
項
の

規
定
を
適
用
す
る
と
と
が
不
合
際
な
無
線

設
儀
後
定
め
る
件
の
一
認
を
改
正
す
る
件

〈
間
九
五
)

。
外
国
の
無
線
潟
の
無
線
設
織
が
電
波
法
第

三
章
に
定
め
る
技
術
基
準
に
何
相
当
す
る
技

術
慕
機
に
適
合
す
る
事
実
を
定
め
る
件
の

一
一
泌
を
改
正
す
る
件
〈
締
九
六
)

。
無
線
従
事
者
の
資
絡
を
要
し
な
い
簡
易
な

操
作
会
詰
め
る
件
の
一
部
を
改
正
サ
る
件

(
問
九
七
)

。
間
関
波
数
割
当
計
…
践
の
一
部
を
変
更
す
る
件

〈
同
九
八
〉

厚
生
労
働
大
関
の
定
め
る
評
価
療
後
及
び

選
定
療
養
の
一
部
を
改
正
す
る
件

〈
厚
生
労
働
一
五
六
〉

。
係
強
外
併
用
療
議
殺
に
係
る
療
養
に
つ
い

て
の
費
用
の
額
の
算
定
方
法
の
…
鍛
酬
を
改

。
保
険
外
併
沼
療
養
殺
に
係
る
厚
生
労
働
大

= 
O O

正
す
る
件
(
同
一
五
七
〉

間
出
が
定
め
る
諜
薬
品
等
の
一
部
を
改
正
す

る
件
(
問
…
五
八
)

療
畿
の
給
付
及
び
公
寮
魚
的
医
療
に
間
関
す

る
費
用
の
請
求
に
撰
す
る
省
令
第
七
条
第

又
治
詔
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶
の
襲
数

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
厚
生
労
働
大
肢
が

及
、
び
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ

定
め
る
様
式
の
一
部
を
改
正
す
る
件

き
期
間
を
定
め
た
件
〈
隣
八
�
 三
)

〈
以
下
次
の
ペ
ー
ジ
へ
続
く
)

O

念
公
表
す
る
件
(
同
八
五
〉

。
放
送
法
第
喜
四
十
条
第
六
百
引
及
び
放
送
法

施
行
規
則
第
百
六
十
一
条
第
五
嘆
の
規
定

に
基
づ
き
有
線
テ
レ
ど
ジ
ョ
ン
放
送
事
業

者
の
鵠
定
の
変
更
を
し
、
附
法
第
在
密

条
第
六
項
及
び
同
令
第
密
六
十
五
条
第
一
…
… L

i

項
の
規
定
に
よ
り
胸
定
再
放
送
事
業
務
が

式
及
び
周
波
数
設
、
び
に
夜
中
線
篭
カ
を
定

位
回
一
体
に
収
め
る
こ
と
を
裂
し
な
い
装
置
、

送
儀
時
間
制
騒
装
霞
及
び
キ
ャ
リ
ア
セ
ン

ス
の
技
術
的
条
件
等
安
定
め
る
件
の
一
部

に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大
疫
の
定
め
る
基

を
改
正
す
る
件
〈
間
関
八
八
)

O
別
に
定
め
る
特
定
小
電
力
無
線
局
の
法
一
倍

設
備
の
不
要
発
射
の
強
度
の
務
総
廿
値
を
定

並
び
に
厚
生
労
働
大
涯
が
定
め
る
撲
哉
、

基
礎
係
数
、
暫
定
調
懇
係
数
、
機
能
評
価

係
数
�
 及
び
機
能
評
締
係
数
豆
を
定
め
る

め
る
件
の
一
部
を
改
一
は
ず
る
件
(
同
八
九
〉

O G

Z

ク
U
M
 

z 一
雪
了
九
三
部
品
化
超
え
一
四
一
了
九
九
�
 

。
沖
合
底
ぴ
さ
'
総
務
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可

間
以
下
の
周
波
数
の
議
波
を
使
用
す
る
特

又
は
組
業
の
認
可
を
す
べ
ぎ
船
柏
の
総
ト

ン
数
軒
及
び
操
業
広
域
却
の
隻
数
並
び
に

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
中
議
す
べ
ぢ
期

定
小
電
力
無
線
局
の
然
線
設
備
が
自
動
的

に
送
信
又
は
受
翁
ず
る
識
別
符
号
そ
管
関

る
件
を
廃
ι札
J
Q
J

O

〈
関
九
�
 
〉

閥
、
九

0
0則0

一一一� 

O
附 2

 

又
は
記
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
結
の
総
ト

ン
数
制
約
、
操
業
区
域
別
及
、
び
操
業
期
間
関
裂

下
又
は
�
 

テ るを
ム� f牛使
の用

)

L
fh斗ノ� 

の
隻
数
議
び
に
許
可
又
は
記
業
の
認
可
を

{牛局五( 無
のが GHz間稼 MHz

使機九局以
用無ーの下
す線〉闘の

ア投開

申
摘
す
べ
き
期
聞
を
定
め
た
件

二
)

O

遠
洋
患
び
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可

O
〈
閥
八
�
 

周
波
数
を
定
め
る

る
件
(
間
九
二
〉

互主� 
[Il.1 

〈
問
…
五
九
〉

(号外)
独立行政法人思立正害罪IJ潟

ヨ三� 

T， 明七ゴ� ヨヨE 

O 


ク 限波
セ域数
スをの
シ 定論
スめ波

無 す
線る

ヨヨE

の
一
部
を
改
正
す
る
件
(
同
一
六
三
〉

健
康
保
練
法
第
六
十
五
条
第
四
現
第
一
号

準
の
一
部
を
改
正
す
ゐ
件
(
間
一
六
四
〉

厚
生
労
働
大
臣
が
擦
定
ず
る
病
慌
の
病
棟

件
(
同
一
六
五
〉

間
を
定
め
た
件
(
農
林
水
産
八

杭
硲
臨
び
き
鰐
議
業
に
つ
務
、
そ
の
許
可

O
N

O O

ゾ" フ可 プ〈アて
/人 /¥  て 二二

O
一〉� 



2 

べ
笈
船
舶
の
総

幸日

O
近
海
か
つ
お
・
ま
ぐ
ろ
漁
業
に
つ
き
、
そ

f

l

J t L

O公
七〉

日
本
海
ぺ
に
ず
わ
い
が
に
漁
業
に
つ
き
、

日
一
そ
の
許
可
又
泣
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
鉛

廿
刊
一
舶
の
総
ト
ン
数
別
の
隻
数
及
び
許
可
又
は

…
判
的
業
の
認
可
を
由
市
崎
一
部
す
べ
き
期
間
を
定
め

…
た
件
〈
間
関
八

ぉ
…
�
 0

一
O

i

て

い

っ

き

、

�

 

3
 

(
間
八
 

一一一

議
料
一
般

t
f
J
 

'ぱ

(
誌
の
ペ
ー
ジ
よ
り
読
さ
)

。
大
中
型
ま
き
網
漁
業
に
つ
き
、
そ
の
許
可

又
は
起
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
諮
の
総
ト

ン
数
別
及
び
操
業
区
域
別
加
の
隻
数
並
び
に

又
は
起
業
の
認
可
を
均
主
婦
す
べ
き
期

め
た
件
〈
時
八

O
m間
)

つ
お
・
ま
ぐ

の
総
ト

説
び
に
許
可
又
は
起
業
の

べ
き
期
間
を
定
め
た
件
〈
需
八

O
五〉

の
許
可
又
は
記
業
の
認
可
を
す
べ
き
船
舶

の
総
ト
ン
数
刻
及
び
操
業
区
域
別
の
隻
数

放
び
に
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す

べ
き
期
間
今
一
定
め
た
件
(
詞
八
�
 
O
六
)

っ
き
、
そ
の
許

O

O

八
)

間
を
定
め
た
件
(
悶
八
�
 九〉� 

井
一
向
〕

( 

諸

事

項

再
生
関
係

特
殊
法
人
等

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、

政
法
人
統
計
セ
ン
タ
ー
、
西
日
本
高
山
旭
道

路
株
式
会
社
工
事
一
部
完
了
、
弁
理
士
登

総
務
省
令
第
十
五
号

録
・
特
定
授
害
訴
訟
代
理
業
務
の
付
記
、

地
方
公
共
語
体

会
社
そ
の
他

型
式
部
材
等
製
造
者
の
認
証
関
係

行
旅
死
亡
入
、
公
示
送
達
関
係

O

省

議
波
法
〈
昭
和
二
十

日
立
の
妓
定
に
蕊
づ
き
、

…ト

令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
�
 

q

一ノ、一

平
成
一
一
十
路
年
三
月
三
十
六
日

総
務
火
綴
�
 

電
波
法
施
行
規
則
等
の
一
部
を
改
正
す
る
が
綴
�
 
A
W

(
電
波
法
施
行
規
則
の
一
部
改
正
)

一
条
電
波
法
施
行
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
制
第
十
四
号
)
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
六
条
第
四
項
第
八
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
L
i
六
条
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
号
を
第
九
号
と
し
、
第
六
日
守
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

間
以
下
又
は
五
、

o
o
o

z
 

五
偽
華
麗
ア
ク
セ
ス
シ
ス
テ
ム
(
問
問
、
九
�
 

を
超
え
五
、

O
G
mZ

 

八、

議
波
を
使
用
し
、
主
と
し
て
デ
ー
タ
伝
�
 

第
十
五
条
の
一
一
一
第
五
号
中
間
を
憾
と
し
、
�
 級

友
織
で
行
う
然
線
通
俗
品
化
い
う
。
〉
の
機
上
移
動
潟
村
人
は
機
機
関
で
あ

っ
て
、
か
っ
、
雲
中
線
電
力
が
0
・
0
一
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も
の

を
憾
と
し
、
仰
の
次
に
次
の
よ
う
に
知
加
え
る
。
�
 

J
M
M

mw
関
税
制
い
し
く
は
線
上
移
動
均
州
相
互
慌
で
行
う
然
線
灘
倍
(
陸
上
移
動
中

総
局
の
中
継
に
よ
る
お
ひ
〈
は
後
棒
築
地
問
問
と
携
機
関
(
上
品
川
ふ
で
の
滋
潟
、
そ
徐
く
�
 
J
と
の
問
殺
し
く

は
携
帯
局
〈
上
空
で
の

M
M

設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
約
第
八
項
に
規
定
す
る
技
術
基
準

f邦� 1

七
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
頃
に
規
定
す
る
技
術
基
地
中
に
係
る
無
線
設
鑓
を
使
刻
す
る
挺
格
基
地

局
八
設
備
規
則
第
四
十
九
条
の
二
十
一
第
一
一
岐
に
規
定
す
る
技
術
基
準
に
係
る
無
線
設
備
を
使
用
す
る
携
帯
局

慾
十
七
品
川
中
第
八
号
を
第
十
号
と
し
、
第
七
問
げ
を
第
九
凶
げ
と
し
、
第
六
日
ワ
の
次
に
次
の
二
号
を
加
え
る
。

七
絞
納
規
則
策
関
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
技
術
蒸
地
中
の
う
ち
後
祭
墓
地
局
に
係
る
も
の

八
設
備
規
則
潟
約
十
九
条
の
二
十
�
 第
一
壊
に
規
定
す
る
技
術
ぷ
準
の
う
ち
後
捻
原
則
に
係
る
も
の

第
卜
八
条
約
…
務
第
二
吟
そ
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

a

附
以
下
の
阿
波
数
�
 

電
波
を
使
期
す
る
架
線
開
局
の
弱
絞
区
域
は
、
総
務
大
阪
が
別
に
告
示
す
る
広
域
と
す
る
。

z
 

第
十
八
条
第
一
項
第
一
三
ヴ
を
制
限
る
。

(
無
線
設
備
規
則
の
一
部
改
正
〉

一
条
無
線
設
備
規
則
(
昭
和
二
十
五
年
電
波
監
理
委
員
会
規
則
第
十
八
号
)
の
命
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

を
超
え

HM
-

M

z

z

 

第
九
条
の
問
問
第
五
日
守
中
「
一
路
二
・
九
三
�
 

四
‘
了
九
九
日
以
下
、
」
を
測
り
、
同
条
第
十
一
守
中
「
磁
�
 

J

上
移
動
局
」
の
下
に
「
及
び
携
時
税
局
」
を
加
え
、
向
条
中
第
十
�
 一
号
を
剤
り
、
第
十
三
号
を
第
十
二
号
と
す
る
。

第
十
問
品
加
の
ご
め
「
及
び
非
静
止
僚
議
に
同
開
設
す
る
人
工
衛
察
局
�
 中
継
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携

術
移
動
地
隊
潟
い
そ
っ
泳
静
止
衛
緩
に
間
開
設
す
る
人
工
衛
義
潟
の
山
小
錦
臓
に
よ
り
携
帯
移
動
衛
星
通
信
を
行
う
携
帯
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mw

烈
に
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る
。
ど
に
改
め
る
。
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S
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S

マ
ル
サ
ッ
ト
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機
移
動
地
球
埼
(
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト

第
二
十
郎
条
第
十
九
磯
市
市

定
小
電
力
架
線
開
局
で
あ
っ
て
、

の
受
信
設
備
又
は
」
を
制
限
り
、
同
条
に
次
の
一
市
引
を
加
え
る
。

お
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
裕
移
動
地
球
間
の
イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト

復� i
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九
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間
以
下
の
附
阿
波
数
の
柚
陣
営
使
用
す
る
特

。。

、む
G

U
P
A
S

ロ
ワ
ッ
ト
以
下
で
あ
る
も
の

裂
の
受
信
淡
績
に
つ
い
て
は
、
総

規
定
に
か
か
わ
ら
、
ず
、
総
務
大
臣
が
別
に
告
示
す
る
値
と
す
る
。
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間
二
に
次
の
か
ん
だ
し
激
闘
な
加
え
る
の

た
だ
し
、
総
務
大
医
が
こ
の
条
件
後
適
用
す
る
こ
と
が
関
幾
父
は
不
合
滋
と
認
め
て
別
に
約
ぷ
ず
る
然
線

設
備
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。
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あ
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滋
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。
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策
問
十
九
条
の
十
岡
山
第
二
号
イ
た
だ
し
畳
一
問
中
「
電
源
設
備
」

を
「
空
中
線
系
、

震
源
設
備
」

に
改
め
、

同
同
守
口
に

次
の
た
だ
し
畿
な
加
え
る
。

c.n 

た
だ
し
、
昨
日
ザ
航
機
等
方
版
物
対
電
力
が
絶
対
利
得
一

一
郎
デ
シ
ベ
ル
の
送
信
空
中
線
に
一
ワ
ッ
ト
の
空
中
線

滋
カ
そ
加
え
た
と
き
の
綴
以
下
と
な
る
場
合
は
、

そ
の
低
下
分
を
送
信
空
中
線
の
利
得
で
補
う
こ
と
が
で
き

σ3 

る
あ
の
と
す
る
。

問
符
ハ
を
削
M
V
、
同
昭
二
中
「
送
…
…
恨
持
熊
続
線
装
緩
い

U1~ι

吋
間
中
山
沖
盟
・
剤
M
M
淘
即
時
糊
沖
吟
設
や
出
線
灘
u
q
山
内
消
防
や
川
、
い
ヤ

で
U
N
同
阿
部
泊
U
滋
議
滋

自

第
刻
十
九
条
の
二
十
一
第
一
項
中
「
陸
上
移
動
中
継
局
及
び
経
上
移
動
局
(
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
)
」

を
「
線
上
移
動
中
継
局
、
陸
上
移
動
局
〈
次
項
に
規
定
す
る
も
の
を
除
く
。
)
、
携
帯
墓
地
局
及
、
ひ
携
帯
局
(
次
項
に

規
定
す
る
も
の
そ
徐
く
。
ご
に
改
め
、
間
条
第
二
項
中
「
陸
上
移
動
潟
」
の
ド
に
「
及
び
携
帯
局
」
を
加
え
、
「
、
第

双
坊
と
し
、
潟
市
制
第
一
二
円
坊
の
次
に
次
の
…
吟
そ
加
え
る
。

間
約
脅
し
く
は
揃
総
務
局
〈
前
墳
に
規
定
す
る
も
の
に
悶
絞
る
J
の
後
淡
(
抽
出
の
無
線
路
に
よ
り
や
縦
さ
れ
た
も
の
後

を
受
依
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
動
的
に
滋
択
さ
れ
あ
と
と
。

第
四
十
九
条
の
二
十
閥
に
次
の
必
閣
制
品
化
加
え
る
。
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イ
ン
マ
ル
サ
ッ
ト
携
帯
移
動
地
球
妨
の
ず
ン
マ
ル
サ
ッ
ト

摘
迎
合
す
る
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
送
信
装
績
の
条
件

イ
変
調
方
式
は
、

ロ
送
信
速
度
は
、
次
の
い
ず
れ
か
の
伎
で
あ
る
こ
と
。
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舟
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二
受
信
装
震
の
条
件

ρ
〕〔〈一円。。〉

内
ム
ホ
ー
線
系
の
絶
対
利
得
と
受
信
装
置
の
等
級
雑
彦
滋
度
と
の
比
は
、
九
一
)
二
四
デ
シ
ベ
ル
以
上
で
あ
る
こ
と
。

別
表
第
二
同
庁
第
�
 5に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

一
二
な
や
線
の
条
件

送
問
問
問
ザ
八
は
受
俗
ず
る
矯
波
の
一
編
淡
は
、
右
旋
月
偏
波
で
あ
る
こ
と
。

山
間
約
三
勾
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
総
務
大
授
が
別
に
告
示
す
る
技
術
的
条
件
に
適
合
す
る
こ
と
。
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ッ
ト

州
問
路
上
移
動
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又
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携
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の
送
信
す
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滋
波
の
潟
波
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滋
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墓
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又
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携
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墓
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